
人財課の所管に係る地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の公布に伴う関係規則の

整備に関する規則をここに公布する。 

令和２年３月３０日 

大和市長 大 木  哲 

 

大和市規則第１０号 

人財課の所管に係る地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の公布に伴う関 

係規則の整備に関する規則 

（大和市職員の職の設置に関する規則の一部改正） 

第１条 大和市職員の職の設置に関する規則（昭和４０年大和市規則第９号）の一部を次のように

改正する。 

第１条中「大和市職員定数条例（昭和２７年大和町条例第２号）別表に規定する」を削る。 

第４条を次のように改める。 

（臨時又は非常勤の職の種類等） 

第４条 前条に規定する職のほか、臨時又は非常勤の職を置く。 

２ 前項に規定する臨時の職には、臨時的任用職員（次に掲げる職員をいう。）をもって充てる。

この場合において、事務に従事する者を事務嘱託とし、技術に従事する者を技術嘱託とし、用

務に従事する者を用務嘱託とする。 

(1) 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２２条の３第４項の

規定により任用される職員 

(2) 法第２６条の６第７項第２号の規定により任用される職員 

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第６条第１項第２号の

規定により任用される職員 

３ 第１項に規定する非常勤の職には、非常勤職員（次に掲げる職員をいう。）をもって充てる。 

(1) 法第２２条の２の規定により任用される職員（同条第１項第１号に掲げる職員に限る。） 

(2) 法第２８条の５第１項又は法第２８条の６第２項の規定により任用される職員 

(3) 大和市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１８年大和市条例第２１号）第４

条の規定により任用される職員 

（大和市職員の任用に関する規則の一部改正） 

第２条 大和市職員の任用に関する規則（昭和５１年大和市規則第２２号）の一部を次のように改

正する。 



第１条中「大和市職員定数条例（昭和２７年大和町条例第２号）に定める市長の事務部局の職

員」を「大和市職員」に改める。 

第１４条中「に規定する方法」を「の各号に掲げる任用の区分に応じ、当該各号に定める方法

により行う」に改め、同条に後段として次のように加える。 

この場合において、第２号に定める方法の基準については、市長が別に定める。 

第１４条第１号中「の場合は、口頭試問」を「 口頭試問」に、「による。」を「（」に改め、

同号ただし書中「できる。」の次に「）」を加え、同条第２号中「の場合は、勤務成績」を「 勤

務成績」に改め、「によるものとし、それらの基準については、市長が別に定める。」を削る。 

第１５条の見出しを「（条件付採用期間）」に改め、同条第１項中「又は非常勤職員の任用」を

削り、「条件附採用」を「条件付採用」に改め、同条第２項中「条件附採用期間」を「条件付採

用期間」に改める。 

第１６条の見出し中「条件附採用」を「条件付採用」に改め、同条中「条件附採用期間中」を

「条件付採用期間中」に改め、同条中「条件附採用期間」を「条件付採用期間」に改める。 

第１７条を次のように改める。 

（会計年度任用職員の条件付採用期間等） 

第１７条 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２２条の２第１

項第１号に掲げる会計年度任用職員に対する前２条の適用については、別に規則で定める。 

第１８条の見出しを「（非常勤職員の採用）」に改め、同条中「地方公務員法（昭和２５年法律

第２６１号）第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項

の規定による職員」を「非常勤職員」に改める。 

第１９条を次のように改める。 

（臨時的任用） 

第１９条 市長は、臨時的業務が発生し、大和市職員定数条例（昭和２７年大和町条例第２号）

第２条に規定する職員（以下この項において「正規職員」という。）の職に欠員を生じた場合

において、法第１７条の２第２項の規定による採用の方法により正規職員を任命するまでの間

欠員にしておくことができない場合に限り、臨時的任用を行うことができる。 

２ 前項の規定により臨時的に任用する職員（次項において「臨時的任用職員」という。）の任

用期間は、法第２２条の３第４項若しくは第２６条の６第７項第２号又は地方公務員の育児休

業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第６条第１項第２号に規定する期間内とする。 

３ 臨時的任用職員の任用は、選考により決定するものとする。ただし、市長が特に必要がある

と認めた者については、この限りでない。 



第２０条の見出しを「（委任）」に改める。 

（大和市の条件附採用職員および臨時的に任用された職員の分限に関する条例施行規則の一部改

正） 

第３条 大和市の条件附採用職員および臨時的に任用された職員の分限に関する条例施行規則（昭

和５１年大和市規則第１０号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

大和市の条件付採用職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例施行規則 

第１条中「大和市の条件附採用職員および臨時的に任用された職員の分限に関する条例」を「

大和市の条件付採用職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例」に改める。 

第２条第４項中「又は臨時職員等登録カード」を削る。 

（大和市一般職の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則の一部改正） 

第４条 大和市一般職の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則（昭和５１年大和市規則

第４号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「昭和２５年法律第２６１号」の次に「。以下「法」という。」を加える。 

第３条中「における給与」の次に「（法第２２条の２第１項第１号に掲げる会計年度任用職員

については報酬。以下同じ。）」を加える。 

（大和市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正） 

第５条 大和市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成７年大和市規則第９号）の一

部を次のように改正する。 

第２０条の２第７項中「手続き」を「手続」に改める。 

第２７条第２項中「すべて」を「全て」に改める。 

第３６条の見出しを「（委任）」に改め、同条を第３８条とする。 

第３５条の見出し中「勤怠管理システム」を「電子情報処理システム」に改め、同条第１項中

「勤怠管理システム（」を「本市の」に、「で人財課が所管するものをいう。」を「（」に改め、

同条を第３７条とし、第３４条の次に次の２条を加える。 

（臨時的任用職員の勤務時間等） 

第３５条 臨時的任用職員の勤務時間、週休日、休憩時間、休日、時間外勤務、休日勤務、週休

日の振替等及び休日の代休日については、正規職員の例による。 

（臨時的任用職員の休暇等） 

第３６条 臨時的任用職員の休暇は、年次休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間

（第４項において「休暇等」と総称する。）とする。 



２ 任命権者は、別表第５に掲げる継続勤務期間及び任用予定期間の合計期間に応じ、同表に定

める日数を年次休暇として臨時的任用職員に与えるものとする。この場合においては、条例第

１２条第２項、第４項前段及び第５項の規定を準用する。 

３ 条例第１３条の規定は、臨時的任用職員（６月以上の任期が定められている職員又は６月以

上継続勤務している者に限る。）の療養休暇について準用する。 

４ 前３項に定めるもののほか、臨時的任用職員の休暇等及びその承認、請求等の手続について

は、正規職員の例による。 

別表第４第３号中「として」の次に「の」を加え、同表第９号中「回数）」の次に

「とし、」を加え、同表第１６号中「疫病」を「疾病」に改め、同表第１８号本人関係

の項中「甥姪」を「甥姪
おいめい

」に改め、同表第２１号中「より」を「よる」に改め、同表中  

 特別

休暇 

連続する７日の範囲内で必要と

認める期間 を 

特別

休暇

連続する７日の範囲内で必要と

認める期間 

 その都度必要と認める期間 その都度必要と認める期間 

に改め、同表備考第１項ただし書中「すべて」を「全て」に改め、同表の次に次の１表を加え

る。 

  

「 「

」 」



別表第５（第３６条関係） 

継続勤務期間及び任用予定期間の合計期間 付与する合計日数 

２月未満 ２日 

２月以上３月未満 ４日 

３月以上４月未満 ６日 

４月以上５月未満 ８日 

５月以上６月まで １０日 

６月を超え７月未満 １１日 

７月以上８月未満 １２日 

８月以上９月未満 １４日 

９月以上１０月未満 １６日 

１０月以上１１月未満 １８日 

１１月以上 ２０日 

備考 地方公務員法第２２条の３第４項後段の規定により任用を更新された臨時的任用職員

が、更新前の任用期間において与えられた年次休暇の日数のうち、当該期間に受けなかっ

た日数又は時間があるときは、更新後の任用期間にこれを年次休暇として繰り越すことが

できる。 

 

 

 

 

 

  



（大和市職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部改正） 

第６条 大和市職員の育児休業等に関する条例施行規則（平成４年大和市規則第２３号）の一部を

次のように改正する。 

第１条の次に次の２条を加える。 

（条例第２条第４号ア(ｳ)の規則で定める非常勤職員） 

第１条の２ 条例第２条第４号ア(ｳ)の規則で定める非常勤職員は、１週間の勤務日が３日以上

とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員であっ

て、１年間の勤務日が１２１日以上であるものとする。 

（条例第２条の３第３号イの規則で定める場合） 

第１条の３ 条例第２条の３第３号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

(1) 条例第２条の３第３号イに規定する当該子について、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４

号）第３９条第１項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第６項に規定する認定こど

も園における保育又は児童福祉法第２４条第２項に規定する家庭的保育事業等による保育の

利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の１歳到達日後の期間について、当面その実

施が行われない場合 

(2) 常態として条例第２条の３第３号イに規定する当該子を養育している当該子の親（当該子

について民法（明治２９年法律第８９号）第８１７条の２第１項の規定により特別養子縁組

の成立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属して

いる場合に限る。）であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第２７条第１項第３

号の規定により当該子を委託されている同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親であ

る者若しくは同条第１号に規定する養育里親である者（児童の親その他の同法第２７条第４

項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第６条の４第２号に規定する養

子縁組里親として委託することができない者に限る。）を含む。以下この項において同じ。）

である配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）

であって当該子の１歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったも

のが次のいずれかに該当した場合 

ア 死亡した場合 

イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態

になった場合 

ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないことと



なった場合 

エ ６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）以内に出産する予定である場合又は産

後８週間を経過しない場合 

２ 前項の規定は、条例第２条の４第２号の規則で定める場合について準用する。この場合にお

いて、同項中「１歳到達日」とあるのは、「１歳６か月到達日」と読み替えるものとする。 

第２条第２項に次のただし書を加える。 

ただし、非常勤職員が条例第３条第８号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した

場合は、この限りでない。 

第４条に次の１項を加える。 

２ 第２条第２項本文の規定は、前項の規定による届出について準用する。 

第８条第２号中「（同条第５号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と

同様である者を除く。）」を削り、「期間」の次に「（大和市一般職の職員の給与に関する条例（昭

和２９年大和町条例第１号）の規定により支給する期末手当に限る。）」を加え、同条第３号中

「（昭和２９年大和町条例第１号）」を削り、同号を同条第４号とし、同条第２号の次に次の１号

を加える。 

(3) 大和市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第３５条第３号及び第４号に掲げる職員

として在職した期間（大和市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

（令和元年大和市条例第４号）の規定により支給する期末手当に限る。） 

第８条の６の次に次の１条を加える。 

（条例第１９条第２号イの規則で定める非常勤職員） 

第８条の７ 条例第１９条第２号イの規則で定める非常勤職員は、１週間の勤務日が３日以上と

されている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で、１年

間の勤務日が１２１日以上であり、かつ、１日につき定められた勤務時間が６時間１５分以上

である勤務日があるものとする。 

第１１条の見出し中「勤怠管理システム」を「電子情報処理システム」に改め、同条第１項

中「勤怠管理システム（」を「本市の」に、「で人財課が所管するものをいう。」を「（」に改め

る。 

（大和市職員考査委員会規則の一部改正） 

第７条 大和市職員考査委員会規則（昭和５１年大和市規則第２５号）の一部を次のように改正す

る。 

第３条第１項第４号中「大和市の条件附採用職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する



条例」を「大和市の条件付採用職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例」に改める。 

（大和市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正） 

第８条 大和市一般職の職員の給与に関する条例施行規則（昭和４４年大和市規則第１８号）の一

部を次のように改正する。 

目次中「～第１１条」を「－第１１条」に、「～第１６条」を「－第１６条」に、「～第２３条」

を「－第２３条」に、「～第３０条」を「－第３０条」に、「～第３２条」を「－第３２条」 

に、「～第４７条」を「－第４７条」に、
「 第１０章 臨時職員等の給与（第４８条～第５７条） 

第１１章 雑則（第５８条～第６０条）       」 

を「第１０章 雑則（第４８条－第５０条）」に改める。 

第３５条第５号を次のように改める。 

(5) 会計年度任用職員 

第３８条第３項中「第３５条第５号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様で

ある者及び」を削る。 

第１０章を削る。 

第５８条中「別表第５」を「別表第４」に改め、第１１章中同条を第４８条とする。 

第５９条の見出し中「勤怠管理システム」を「電子情報処理システム」に改め、同条第１項中

「勤怠管理システム（」を「本市の」に、「で人財課が所管するものをいう。」を「（」に改め、

同条を第４９条とし、第６０条を第５０条とする。 

第１１章を第１０章とする。 

別表第４を削る。 

別表第５中「第５８条」を「第４８条」に改め、同表を別表第４とする。 

（大和市一般職の職員の診療手当に関する規則の一部改正） 

第９条 大和市一般職の職員の診療手当に関する規則（平成１９年大和市規則第２７号）の一部を

次のように改正する。 

第４条第２項ただし書中「非常勤職員」を「会計年度任用職員」に改める。 

（大和市臨時的任用職員及び非常勤職員の任用等に関する規則の廃止） 

第１０条 大和市臨時的任用職員及び非常勤職員の任用等に関する規則（昭和５０年大和市規則第

５９号）は、廃止する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 



（大和市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部改正） 

２ 大和市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則（昭和５０年大和市規則第５５号）

の一部を次のように改正する。 

第６条の見出し中「勤怠管理システム」を「電子情報処理システム」に改め、同条第１項中

「勤怠管理システム（」を「本市の」に、「で人財課が所管するものをいう。」を「（」に改め

る。 

 

 

 

 


